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『農業者年金』に加入しませんか
①農業に従事している人は誰でも加入できます。 ②保険料は自分で選べ、いつでも見直しできます。

③終身年金です。80 歳までに亡くなられた場合、死亡一時金があります。 ④税制面で大きな優遇措置があります。

▶農業者年金の内容や相談は、農業委員会（電話 72-2103）または農協窓口（電話 72-0305）までお問い合わせください。

　

第
二
次
安
倍
改
造
内
閣
で
新
設
さ
れ

た
地
方
創
生
担
当
相
に
石
破
茂
衆
議
院

議
員
が
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
地
方
創
生
を
進
め
る
た
め
に
限
界

集
落
か
ら
始
め
て
い
く
」
と
意
欲
的
に

語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
実
態
は

我
々
が
思
っ
て
い
る
以
上
に
地
方
が
衰

退
し
て
い
る
と
実
感
し
ま
し
た
。

　

祖
先
か
ら
受
け
継
が
れ
た
、
家
・
田
・

畑
・
山
が
あ
っ
て
も
都
会
に
就
職
さ
れ
、

定
年
後
も
多
数
の
方
が
故
郷
（
日
野
町
）

に
帰
ら
れ
な
い
状
況
で
す
。

　

な
ぜ
故
郷
に
愛
着
や
魅
力
が
無
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
の
ヒ
ン
ト

が
「
唱
歌
／
ふ
る
さ
と
」
に
あ
る
よ
う

で
す
。「
う
さ
ぎ
追
い
し
か
の
山
、
小

鮒
釣
り
し
か
の
川
・
・
・
」
と
続
き
ま

す
が
、
子
ど
も
時
代
に
川
遊
び
や
魚
釣

り
、
山
で
カ
ブ
ト
ム
シ
な
ど
の
虫
取
り

と
い
っ
た
楽
し
い
思
い
出
、
農
作
業
の

手
伝
い
を
し
て
汗
を
か
い
て
つ
ら
か
っ

た
が
親
に
喜
ん
で
も
ら
っ
た
こ
と
な

ど
、
そ
ん
な
経
験
も
な
く
、
ま
た
学
校

（
勉
強
）・
テ
レ
ビ
・
ゲ
ー
ム
と
自
然
と

遊
ぶ
こ
と
な
く
子
供
時
代
を
過
ご
し
た

人
が
都
会
に
就
職
さ
れ
る
と
、
故
郷
に

は
愛
着
が
少
な
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
日
野
町
に
は
お
い
し
い
農

産
物
や
山
菜
、
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
ジ
ビ

エ
食
材
、
ほ
か
に
は
な
い
ジ
ゲ
の
味
が

あ
り
、
そ
れ
は
故
郷
を
忘
れ
た
人
々
の

心
に
訴
え
る
な
に
か
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。

　

今
み
ん
な
で
知
恵
を
絞
り
、
農
地
か

ら
食
（
職
）
を
作
り
、
人
を
呼
び
込
み
、

地
域
を
活
性
化
し
日
野
町
を
よ
り
良
い

町
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。

「
食
と
職
」
農
地
農
政
部
会
　
会
長
　
久
代
　
宏
一
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有害鳥獣侵入防止柵補助の要望調査について

　町では、平成 27 年度に向けて、イノシシやシカの侵入防止柵補助の要望調査を行います。希望される人は、

11 月 28 日までに役場産業振興課へ申し込んでください。

１．補助内容
イノシシ・シカ用のワイヤーメッシュ・電気柵の購入費補助

２．条件
①２戸以上または集落規模の団体
②希望者同士の農地が隣接していること

３．申込期限
１１月２８日（金）

４．申込方法
役場産業振興課まで直接相談にお越しください。

５．問合せ先
役場産業振興課　担当　遠藤（電話７２－２１０１）

平成 26年度分年末調整説明会の開催について
源泉徴収義務者の人を対象とした、平成 26年度分年末調整説明会を次の日程で開催します。

開催日 開催時間 開催場所 対象者

11月 26日（水）
午前 10時～正午 米子市文化ホール・メインホール

（米子市末広町 293 番地）
米子市の人

午後１時 30分～午後３時 30分 米子市以外の人

〇駐車場については、混雑が予想されるため、できるだけ車での来場はご遠慮ください。
〇該当する開催時間に都合がつかない場合には、都合の良い時間にご出席ください。

問合せ先：米子税務署（電話 0859-32-4121）

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

　

11
月
９
日
（
日
）
か
ら
11
月
15
日
（
土
）
ま
で
、
平

成
26
年
秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
季
を
迎
え
ま
す
の
で
、
火
の

取
り
扱
い
や
後
始
末
に
注
意
す
る
な
ど
、
火
災
予
防
を

徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

　

西
部
消
防
局
で
は
、
住
宅
防
火
対
策
の
推
進
に
つ
い

て
重
点
を
置
い
て
指
導
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

管
内
の
住
宅
火
災
で
は
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
が
作

動
し
、
早
い
段
階
で
火
災
を
知
り
初
期
消
火
で
被
害
を

軽
減
し
て
い
る
ほ
か
、
家
族
に
早
期
の
避
難
を
促
す
こ

と
に
よ
り
、負
傷
す
る
ケ
ー
ス
を
減
少
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

引
き
続
き
、
住
宅
火
災
用
警
報
機
が
未
設
置
の
住
宅
に

は
、
早
急
な
設
置
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
運
動
の
重
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
住
宅
防
火
対
策
の
推
進　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
放
火
火
災
防
止
対
策
の
推
進

③
特
定
防
火
対
象
物
な
ど
に
お
け
る
防
火
安
全
対
策
の

徹
底

④
製
品
火
災
の
発
生
防
止
に
向
け
た
取
組
の
推
進

⑤
多
数
の
者
が
集
合
す
る
催
し
に
対
す
る
火
災
予
防
指

導
な
ど
の
徹
底

鳥取県西部広域行政管理組合からのお知らせ

鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
事
務
局
総
務
課

（
電
話
０
８
５
９-

２
２-

７
７
２
２
）

「
も
う
い
い
か
い

火
を
消
す
ま
で
は
　
ま
あ
だ
だ
よ
」

（
全
国
統
一
防
火
標
語
）


